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１．上下水道部の組織体制と業務概要 

(1)令和4年度上下水道部組織体制 （令和4年10月1日現在）

16 課長　 1 ※課長補佐含む

（室長兼務） ※再任用1含む

※室長補佐含む

部長 1 17 課長 1 ※課長補佐含む

23 課長　 1

主幹　 1

※課長補佐含む

主幹 1

（所長兼務）

（参事1、室長1、主幹1）
★雨水事務室職員は次の職員が併任する。
上下水道部参事＝建設部長
雨水事務室長＝土木課長
雨水係員＝土木課工務係・業務係・用地係職員

工務係 11

浄化センター 5

◎職員数（兼務・併任を除く）：５７名

★ 雨水事務室 ★雨水係 （26）

施設係 4

浄水係 4

下水道課 下水道係 4

経営企画係 5

契約検査室
（兼務職員）

（6）

上下水道部 水 道 課 管路維持係 8

市長 (上下水道事業管理者)

総 務 課 総務係 10
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(2)上下水道部の事務分掌         

総

務

課

総務係 公印の管理、文書管理、規程の審査、公表及び広報、職員の任免・分限・

懲戒・その他職員の身分、給与、庁舎管理、上下水道事業経営審議会、災

害対策、水道資料館、包括的業務委託に関すること（水道メーター検針及

び使用水量の認定、上下水道の使用開始・中止及び廃止、水道使用者・水

道装置所有者の変更、水道メーターの定期交換、上下水道料金等の収納・

滞納処理・口座振替、徴収原簿の整理、収入原簿の保管）、上下水道料金の

調定及び減免などの調定更正、欠損処分、部内の庶務及び他課の主管に属

さない事務など

経営企画係 経営及び財政計画、予算の調整、会計帳簿の管理、現金・預金及び有価証

券の出納保管、固定資産管理など

契約検査室 

（兼務） 

入札、契約、検査、工事他指名競争入札参加者審査委員会の庶務など

水

道

課

管路維持係 配水管及び附属工作物の維持管理及び補修、送配水管及び附属工作物の図

面の保管並びに整理、漏水等の相談、給水装置・排水設備工事申請受付及

び審査、指定給水装置工事事業者・指定下水道工事店の指定・登録・指導、

貯水槽水道の指導・助言・勧告、自己メーター設置等の受付審査、除

害施設の受付審査、課内の庶務など

施設係 水道施設の設置並びに拡張計画の策定及び施行、水道施設の改良計画の策

定及び施行、水道施設に係る工事の設計及び施行など

浄水係 取水・導水・浄水・送水・配水及び受水、水源地及び浄水場の維持管理及

び補修、水質検査、浄水施設等保守管理業務委託など

下

水

道

課

下水道係 下水道事業等の普及促進及び啓発、受益者負担金等の賦課・徴収、

排水設備工事の補助金及び融資あっせんの受付審査、排水設備設置

義務免除、区域外流入の受付審査など

工務係 汚水処理施設整備構想策定、下水道法事業計画策定、下水道事業に係

る都市計画決定及び認可申請、集落排水事業の事業採択申請、国等の

交付金・補助金の調整及び申請、下水道等の管渠整備、下水道施設等

の管理計画策定、下水道等の管渠改築更新及び維持管理、市設置型浄

化槽の整備、下水道等の管路施設台帳の整備、地下埋設物の確認、土

地開発に伴う下水道等整備の協議

浄化センター 下水道等処理施設及び中継ポンプ場等の整備・改築更新及び維持管

理、下水道等の処理施設台帳の整備、市設置型浄化槽の維持管理、事

業場排水の規制及び指導、汚水の処理・処分及び有効利用、下水道資

源及びエネルギー等の有効利用

雨水 

事務室

雨水係 

（併任） 

雨水施設の事業計画

雨水施設工事の設計・監督
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２．地方公営企業と公営企業会計について

(1)地方公営企業とは 

   地方公営企業は地方公共団体が運営する企業であり、経営においては経済性を発揮す

るとともに公共の福祉を増進することを経営の基本原則とし、独立採算制で、その経費

は原則として当該企業の経営に伴う収入（料金収入）をもって充てることとしている。 

 鶴岡市では水道事業・下水道事業（公共下水道事業・集落排水事業・浄化槽事業）を

公営企業として一体的に事業運営している。 

 地方公営企業の事業運営は「地方公営企業法」を根拠とし、組織や議会との関わり、

会計基準など、一般会計（地方自治法）と異なる部分が多くある。 

(2)公営企業会計について 

公営企業では経済活動を行うにあたり、「企業」のように資産を管理し、「公営」であ

ることから会計年度単位の「予算」という制度も併せて運用する「公営企業会計」によ

る帳簿管理を定められている。 

公営企業会計では議会の議決を経た会計年度の「予算」執行状況管理と、財貨の動き

を管理する「勘定」という二つの簿記を行う複式簿記という記録方式になっており、特

徴として以下のものなどがある。 

１）収支発生の事実に基づき、未収・未払の状態で計上する発生主義 

２）資産・負債・資本という財産を把握する概念（貸借対照表）がある 

３）減価償却・長期前受金・引当金等という期間計算による費用化・収益化 

４）企業の経常的活動に係る収益的収支（主に施設の維持管理に関する会計） 

と資産の増資に係る資本的収支（主に建設改良費及び企業債に関する会計） 

の２本建て予算 

３．鶴岡市上下水道事業包括的業務委託について 

受託者  鶴岡市上下水道サービス合同会社 

（第一環境（株）、鶴岡管工事組合、（株）東北サイエンス）  

  受託期間 令和4年4月1日～令和9年3月31日 （第2期実施） 

  委託内容 ・窓口業務、水道料金・下水道使用料等の収納、水道の閉開栓、 

メーター検針・交換等業務、給排水工事関係 

       ・各水道施設の日常点検や環境整備、薬品類の調達等業務 

・宿日直等業務（巡視・宿直・日直・修繕等業務）、庁舎管理用務 

  その他  平成29年4月1日「鶴岡市上下水道部お客さまセンター」開設 

使用者に直接かかわる業務について、総合窓口も含めて受託業者が一括して

行っている。 
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水道料金料金表 （消費税込み）        下水道等使用料料金表（消費税込み）

★料金の計算方法 

＜水道料金＞ （家庭用口径13㎜で25  使用の場合） 

  基本料金           1,100円 

  従量料金 1 ～10     740円      （70円40銭×10  ）

         11～20    2,090円      （209円×10  ）

            21～25    1,105円50銭 （221円10銭×5  ）    

   合計            5,035円50銭      ⇒支払額5,035円 （一円未満は切り捨てる） 

＜下水道使用料＞ （公共下水道で25  使用の場合） 

  基本使用料              880円 

  従量使用料  1 ～10     935円      （93円50銭×10  ）

            11～20    2,068円      （206円80銭×10  ）

               21～25    1,155円    （231円×5  ）      

   合計              5,038円       ⇒支払額5,038円 （一円未満は切り捨てる） 

 平成17年10月の市町村合併後、水道料金は平成20年9月から、下水道等使用料は平成

28年5月1日から市内全地域で統一されている。その後、消費税の改定（平成26年4月1

日から8％、令和元年10月から10％）に伴い、現在は上表のとおり。 

 三川町、新潟県村上市の一部（旧山北町）にも給水しており、水道料金は同額。下水道事

業は各市町で行っているため、下水道使用料は異なる。

メーター
口径 基本料金 従量料金（1   につき） 区  分 使用料 

13mm 1,100円 1  10   70円40銭 
11  20   209円      
21    221円10銭 

基本使用料 
公共下水道・集落排水 880円 

20mm 1,716円 浄化槽 220円
25mm 2,299円

従量使用料 
（１ につき）

1 10 93円50銭
30mm 5,412円

     221円10銭 

11 20 206円80銭
40mm 8,096円 21 30 231円
50mm 15,136円 031 050 250円80銭
75mm 45,067円 051 100 276円10銭
100mm 71,379円 101 500 308円
150mm 193,688円 501 321円20銭
200mm 222,178円
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水 道 事 業 概 要 

１ 水道事業 

(1) 鶴岡市の水道事業について 

本市の水道は昭和 8年に鶴岡地域で給水を開始し、平成 13 年 10 月 20 日に

庄内広域水道用水供給事業からの受水、平成１７年１市４町１村の合併によ

る事業統合、そして平成 21 年 4 月には藤島地域及び三川町に給水していた月

山水道企業団水道事業を含めた、新｢鶴岡市水道事業」として統合し、国から

創設認可を受けて現在に至っています。 

（2） 給水区域 

 「鶴岡市水道給水区域図」 

    給水区域は三川町全域と新潟県村上市（旧山北町）伊呉野地区を含みます。 

資料№ 3-2 

鶴岡市上下水道部 →
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 (3)水道水が家庭に届くまで

水処理の状況 

 本市は、広域水道【庄内広域水道用水供給事業（山形県企業局運営）】から、

市全体の取水量の 88％の水量を受水しています。 

 自己水源は、鶴岡、櫛引及び温海地域に旧上水道の水源があり、また、櫛引、

朝日及び温海地域には、旧簡易水道の水源があります。 

 〇水道水の出来るまで 

   庄内南部広域水道は朝日地域にある月山ダム下流の梵字川より取水し、導水ト

ンネルの中を通り朝日浄水場に入ります。このままでは飲料水としては使用でき

ないため、薬品で水中の泥や不純物を薬品で大きいな塊にして沈殿させ取り除き

ます。さらに、ろ過池（砂）を通して、塩素による消毒を行って飲料水となりま

す。 

自己水源である温海浄配水場も同じ処

理を行って水道水を供給しており、櫛引、

朝日、温海地域にある旧簡易水道施設は塩

素でも死滅しない原虫対策として紫外線

照射装置、膜ろ過装置（温海川）と塩素消

毒を併用して安全な水道水の供給を行っ

ています。 

紫外線照射装置 
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       表 1 

№ 地域・名称 容量 

①  朝日・上野山配水池 ５３１ 

②  朝日・中入配水池 １，１７０ 

③  櫛引・広域配水池 １，０８２ 

④  羽黒・羽黒南部配水池 ２，２８０ 

⑤  羽黒・手向高区配水池 ４５０ 

⑥  藤島三川・大口配水池 ６，５００ 

⑦  鶴岡・高坂配水池（４池） ２８，８００ 

（4）主要事業 

    現在進めております主要事業について 

・経年化管路更新事業（緊急）漏水多発管路 

・水道管路耐震化事業（重要給水施設配水管）国庫補助対象 

・水道施設等耐震化事業（基幹水道構造物）国庫補助対象 

・送水施設更新事業（ポンプ等） 

・計装機器等更新事業（水質計器等） 

①

③ ② ④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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高坂配水池PC タンク（1号池・2号池、令和 2年度～3年度耐震化工事完成） 

(5)水質管理について「水質検査計画・水安全計画」 

    水質検査は、水道水の安全性を確認するために不可欠であり、水質管理の中

核を成すものです。水質管理については水質検査計画を毎年策定し、それを基

に実施しています。 

今日、我が国における水道水は、水質基準を満足するよう、原水の水質に応

じた水道システムを整備・管理することにより安全牲が確保されています。し

かしながら、今なお水道水へのさまざまなリスクが存在し、水質汚染事故や異

臭味被害の発生も見られています。さらに、水道施設の老朽化や担当職員の減

少・高齢化も進んできています。 

水道を取り巻くこのような状況の中で、水道水の安全性を一層高め、今後と

も市民が安心しておいしく飲める水道水を安定的に供給していくためには、水

源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現することが重要です。このため、

平成 25 年度に策定した「鶴岡市水安全計画」について、環境の変化等を踏ま

え 29 年度改訂を行っています。 

計画の詳細につきましては市ホームページに掲載しています。 

１号 10,000  2 号 10,000  
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